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情報あらかると
くろーずあっぷ

●１９ 　農林業の国勢調査『２００５年農林業セ
ンサス』にご協力ください

●１９ 　建設工事・物品購入などの入札参加
資格審査申請を受け付けします

●２０ 　市長と話してみませんか
 『市長室フリータイム』

●２０ 　子育て支援センターからのお知らせ

●２１ 　下水道工事による市道通行止め期間
を延長します

●２１ 　平成１７年度保育所入所児童を募集し
ます

●２２ 　しんた２１からのお知らせ

●２４ 　クリンクルセンターからのお知らせ

●２５ 　ふぉれすと鉱山『冬休みスペシャル
ウイーク』

●２５ 　郷土資料館からのお知らせ

●２６ 　２年に一度は脳ドックを！

●２７ 　文化・スポーツ振興財団からのお知
らせ

●２８ 　広報ビデオ『ときめきのまち　のぼ
りべつ』をご覧ください

●２８ 　 Ｐ  ｉ  Ｐ からのお知らせ
ピ ッ ピ

●３０ 　第３４回登別温泉湯まつり

毎月のお知らせ

●２１ 　無料法律相談

●２３ 　健康相談・診査

●２４ 　２月の粗大ごみ収集

●２９ 　今月の新着図書

●２９ 　不用品ダイヤル市
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平成17年
登別市消防出初式

問い合わせ
消防本部

（�◯８５ ９６１１）

▼日時　１月７日�　１０
時２０分～４０分

▼場所　市民会館駐車場

▼内容　分列行進

建設工事・物品購入など
の入札参加資格審査申請
を受け付けします

ホームページ：http://www.city.noboribetsu.hokkaido.jp

問い合わせ
契約課（�◯８５ １１８４）
〒０５９－８７０１　中央町６丁目１１

市は、平成��・��年度の建設工事や設計、測量、物品購入な
どの入札に参加を希望する事業者の資格審査申請を受け付けし
ます。

▼受付期間　�月�日�～��日�（土・日曜日、祝日を除く）

▼受付時間　�時��分～��時、��時～��時
※郵送の場合は、�月��日�必着とします（返信用封筒に切手
を張り同封してください）。

受付場所提　出　書　類事業種別

第二会議室
（市役所３階）

�建設工事等競争入札参加資格審査申請書
※�北海道土木協会発行の市町村統一様式（登別
建設協会で取り扱い）を使用してください。

�登別市税の納税証明書など

建設工事
設 計
測 量
な ど

契約課
（市役所３階）

�物件の購入等競争入札参加資格審査申請書（契約
課に備え付けの市指定様式を使用してください）

�登別市税の納税証明書など
※申請書の様式は、市のホームページ（トップペ
ージ→新着情報）からダウンロードできます。

物品購入
な ど

忘れずに納めましょう
～納期限は１月３１日�です～
市・道民税（第�期）と国民健康保険税

（第�期）、介護保険料（普通徴収第�期）
の納期限は�月��日�です。忘れずに納めま
しょう。　
納入には、便利な口座振替制度もあります
のでご利用ください。

▼問い合わせ　収　納　課（�◯�� ����）
　　　　　　　保険年金課（�◯�� ����）
　　　　　　　高齢福祉課（�◯�� ����）


